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※
　
・
・
・
　
従
事
時
間
に
よ
り
、
「
就
労
」
に
準
じ
た
点
数
と
す
る
。

※
各

月
の

申
込

締
切

日
を

基
準

日
と

し
、

そ
の

時
点

で
提

出
の

あ
っ

た
書

類
を

も
と

に
選

考
を

行
い

ま
す

。

出
産
の
準
備
又
は
休
養
を
要
す
る

疾
病
・
負
傷
に
よ
り
、
保
育
が
完
全
に
不
可
能
な
場
合

疾
病
・
負
傷
に
よ
り
、
日
中
常
時
の
保
育
が
困
難
な
場
合

疾
病
・
負
傷
に
よ
り
、
保
育
が
部
分
的
に
困
難
な
場
合

1
0

児
童
相
談
所
か
ら
の
通
知
な
ど
に
よ
り
、
児
童
福
祉
の
観
点
か
ら
、
特
に
保
育
施
設
入
所
の
必
要
性
が
高
い
と
判
断
し
た
場
合

身
体
障
が
い
者
手
帳
１
～
2
級
、
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
1
～
3
級
、
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
て
、
常
時
保
育
が
困
難

な
場
合

点
数

1
0 8 7 6 5

身
体
障
が
い
者
手
帳
3
級
の
交
付
を
受
け
て
い
て
、
保
育
が
困
難
な
場
合

身
体
障
が
い
者
手
帳
4
級
以
下
の
交
付
を
受
け
て
い
て
、
保
育
が
困
難
な
場
合

親
族
の
介
護
・
看
護
に
あ
た
っ
て
い
て
、
保
育
が
困
難
な
場
合

震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
、
そ
の
復
旧
に
当
た
っ
て
い
る
場
合

上
記
以
外
の
状
況
で
内
定
し
て
い
る

求
職
活
動
の
た
め
、
日
中
外
出
し
て
い
る

1
18 7 ※ 1
24 3 ※ 9 1
2

必
要
書
類

生
活
保
護
受
給
中
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
（
福
祉
事
務
所
が
発
行
し
た
も
の
に
限
る
）

点
数 +
1

+
2

+
2

+
2

藤
沢

市
保

育
施

設
入

所
選

考
基

準

1
09

就
労

（
実
働
時
間
に
準
ず
る
）

就
労
内
定

求
職
中

就
学

出
産

疾
病
・
負
傷

心
身
の
障
が
い

本
冊
子
Ｐ
1
4
,P
1
5
の
と
お
り

父
母
の
そ
れ
ぞ
れ
の
点
数
に
つ
い
て
、
低
い
方
を
採
用
し
、
そ
の
点
数
に
Ａ
－
２
基
礎
点
数
（
加
算
・
減
算
項
目
）
を
加
減
点
し
た
も
の
を
「
基
礎
点
数
」

と
し
ま
す
。

Ａ
－
１
　
基
礎
点
数
（
基
本
）

ひ
と
り
親
世
帯
で
、
保
育
施
設
入
所
に
よ
り
自
立
の
促
進
が
図
ら
れ
る
場
合

月
6
4
時
間
以
上
働
い
て
い
る
（
例
　
週
4
日
以
上
か
つ
1
日
4
時
間
以
上
）

上
記
以
外
の
状
況
で
働
い
て
い
る

月
1
4
0
時
間
以
上
の
仕
事
に
内
定
し
て
い
る

月
6
4
時
間
以
上
の
仕
事
に
内
定
し
て
い
る

8

類
型

月
1
4
0
時
間
以
上
働
い
て
い
る
（
例
　
週
5
日
以
上
か
つ
1
日
7
時
間
以
上
）

月
1
1
2
時
間
以
上
働
い
て
い
る
（
例
　
週
4
日
以
上
か
つ
1
日
7
時
間
以
上
、
若
し
く
は
週
5
日
以
上
か
つ
1
日
6
時
間
以
上
）

職
業
訓
練
校
、
専
門
学
校
、
大
学
な
ど
に
通
っ
て
い
る

ひ
と
り
親
世
帯

そ
の
他

必
要
書
類

2
0

細
目

親
族
の
介
護
・
看
護

災
害
復
旧
へ
の
従
事

⑥
市
内
の
認
可
保
育
施
設
、
藤
沢
型
認
定
保
育
施
設
又
は
幼
稚
園
で
、
保
育
士
又
は
幼
稚
園
教
諭
と
し
て
復
職
す
る
ま
た
は
就
労
内
定
し
て
い
る
場
合
　
※
転
園

申
請
、
市
外
在
住
者
の
就
労
内
定
は
除
く

（
１
）
就
労
証
明
書
（
２
）
保
育
園
（
幼
稚
園
）
等
の
就
労
に
関
す
る
誓
約
書
兼
証
明
書
　
の
全
て

（
１
）
就
労
証
明
書
（
２
）
保
育
園
（
幼
稚
園
）
等
の
就
労
に
関
す
る
誓
約
書
兼
証
明
書
（
３
）
保
育
士
証
（
幼
稚
園
教
諭

の
普
通
免
許
状
）
の
写
し
　
の
全
て

⑦
上
記
⑥
に
記
載
の
施
設
に
て
、
保
育
補
助
者
と
し
て
復
職
す
る
ま
た
は
就
労
内
定
し
て
い
る
場
合
　
※
転
園
申
請
、
市
外
在
住
者
の
就
労
内
定
は
除
く

⑧
市
外
在
住
者
に
よ
る
在
勤
要
件
で
の
申
込
み
（
⑥
⑦
に
該
当
す
る
場
合
は
除
く
）
又
は
転
入
予
定
先
の
契
約
書
等
の
提
出
が
な
い
場
合

⑨
育
児
休
業
延
長
希
望
の
意
思
が
あ
る
場
合

⑩
内
定
辞
退
を
し
た
場
合
、
又
は
、
4
月
入
所
申
込
に
限
り
、
指
定
さ
れ
た
期
日
後
に
申
込
取
下
げ
を
し
た
場
合

+
6

②
き
ょ
う
だ
い
が
在
園
し
て
い
る
施
設
を
希
望
す
る
場
合

③
本
人
含
め
き
ょ
う
だ
い
3
人
以
上
が
同
時
に
希
望
す
る
場
合
　
※
内
定
辞
退
が
あ
っ
た
場
合
は
、
他
の
児
童
も
内
定
取
り
消
し
と
な
る
場
合
が
あ
る

+
5

①
生
活
保
護
を
受
給
し
て
お
り
、
児
童
が
入
所
す
る
こ
と
及
び
保
護
者
が
就
労
す
る
こ
と
で
自
立
促
進
が
図
ら
れ
る
と
判
断
し
た
場
合

⑪
※
4
月
入
所
審
査
の
み
適
用
　
地
域
型
保
育
事
業
（
家
庭
的
保
育
事
業
、
小
規
模
保
育
事
業
）
、
藤
沢
ベ
ビ
ー
セ
ン
タ
ー
、
と
き
わ
ぎ
保
育
園
2
歳
コ
ー
ス
、
湘
南
台

つ
ぼ
み
、
藤
沢
市
年
度
限
定
保
育
事
業
の
卒
園
に
伴
い
、
他
の
保
育
施
設
を
利
用
す
る
場
合

④
以
前
、
産
休
・
育
児
休
業
の
取
得
を
理
由
に
退
園
し
た
児
童
が
、
再
度
同
じ
保
育
施
設
を
希
望
す
る
場
合

⑤
在
園
し
て
い
る
（
し
て
い
た
）
児
童
に
保
育
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合

教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
書
兼
保
育
施
設
利
用
申
込
書
に
そ
の
旨
が
記
入
さ
れ
て
い
る
場
合

-
2
0

+
2

-
1
0

-
3
0

-
2

項
目

Ａ
－
２
　
基
礎
点
数
（
加
算
・
減
算
項
目
）

同
じ
保
育
園
・
同
じ
ク
ラ
ス
を
希
望
し
て
い
る
児
童
が
複

数
人
い
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
①
～
⑥
の
順
に

点
数
を
比
較
し
、
よ
り
高
い
順
位
に
い
る
方
か
ら
順
に
内

定
と
し
ま
す
。

①
基
礎
点
数

A
-
1
と

A
-2
の
合
計
の
高
い
順

②
B
優
先
順
位
の
高
い
順

③
C
調
整
項
目
点
数
の
高
い
順

④
父
母
の
所
得
が
低
い
順

⑤
認
可
外
保
育
施
設
等
に
預
け
て
い
る
期
間
が
長
い
順

⑥
入
所
待
機
期
間
の
長
い
世
帯

①
が
高
い
方
が

1
人
で
あ
れ
ば
そ
の
方
を
内
定
、
①
が
同
じ

点
数
の
方
が
複
数
人
い
る
場
合
は
②
が
高
い
方
を
内
定
と

し
ま
す
。
同
様
に
、
③
以
降
に
つ
い
て
も
高
い
方
か
ら
順
番

に
内
定
を
決
め
て
い
き
ま
す
。

な
お
、
希
望
順
位
の
高
低
や
申
込
を
し
た
順
番

(申
し
込
み

の
早
さ

)は
審
査
の
順
位
に
影
響
し
ま
せ
ん
。
詳
し
く
次
ペ
ー

ジ
の
【
審
査
の
例
】
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

点
数
の
考
え
方
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⑫
入
所
後
に
、
現
在
の
勤
務
先
で
の
就
労
時
間
・
日
数
が
増
え
る
こ
と
が
確
約
さ
れ
て
い
る
。
　
※
Ａ
基
礎
点
数
の
就
労
点

数
が
上
が
る
程
度
の
就
労
時
間
増
に
限
る
（
月
3
0
時
間
か
ら
6
0
時
間
に
増
え
る
、
な
ど
の
程
度
は
適
用
外
）

+
1

増
加
後
の
就
労
時
間
・
就
労
日
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
就
労
証
明
書
（
現
在
の

就
労
状
態
を
示
す
も
の
と
は
別
に
必
要
で
す
）

+
1

+
3

+
4

①
2
人
以
上
の
き
ょ
う
だ
い
が
同
時
に
入
所
を
申
込
す
る
。

②
双
子
・
3
つ
子
等
（
多
胎
児
）
が
同
時
に
入
所
を
申
込
す
る
。

③
申
込
児
童
を
認
可
外
保
育
施
設
(事
業
所
内
保
育
事
業
を
除
く
)、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
(従
業
員
枠
を
除
く
）
又
は

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
へ
有
償
（
月
極
）
で
預
け
て
い
る
。
　
※
育
休
中
、
週
3
日
以
内
の
一
時
預
か
り
利
用
又
は
託
児
所
は
除
く

項
目

⑩
ひ
と
り
親
世
帯
で
6
5
歳
未
満
の
同
居
親
族
が
い
な
い
。
　
※
申
込
児
童
の
き
ょ
う
だ
い
及
び
調
整
項
目
⑦
に
該
当
す
る

世
帯
員
を
除
く

長
期
入
院
の
場
合
・
・
・
入
院
期
間
が
記
載
さ
れ
て
い
る
診
断
書

単
身
赴
任
の
場
合
・
・
・
単
身
赴
任
に
つ
い
て
記
載
の
あ
る
就
労
証
明
書

⑧
父
母
の
ど
ち
ら
か
が
長
期
入
院
や
単
身
赴
任
に
よ
り
昼
夜
問
わ
ず
に
不
在
に
し
て
い
る
。

基
準
日
時
点
で
産
前
産
後
休
暇
又
は
育
児
休
業
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
就
労
証
明
書

⑨
入
所
に
伴
い
、
産
前
産
後
休
暇
又
は
育
児
休
業
か
ら
の
復
職
が
見
込
め
る
。
　
※
他
の
事
業
所
で
就
労
や
自
営
等
を
し

て
い
る
場
合
を
除
く

⑦
身
体
障
が
い
者
手
帳
（
3
級
以
上
）
、
療
育
手
帳
も
し
く
は
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
、
又
は
要
介
護
認

定
3
、
4
、
5
（
在
宅
介
護
に
限
る
）
を
受
け
て
い
る
同
居
の
家
族
（
申
込
児
童
、
保
護
者
を
除
く
）
が
い
る
。
　
※
疾
病
・
障
が
い

要
件
、
介
護
・
看
護
要
件
の
世
帯
は
除
く

該
当
者
の
各
種
手
帳
又
は
要
介
護
度
が
分
か
る
書
類
の
コ
ピ
ー

+
1

+
1

⑤
父
母
と
も
に
住
民
税
（
税
額
控
除
を
除
く
）
が
非
課
税
で
あ
る
。

現
在
そ
の
施
設
に
在
籍
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
保
育
証
明
書

※
認
可
保
育
施
設
の
一
時
預
か
り
の
場
合
は
教
育
・
保
育
給
付
の
支
給
認
定

申
請
書
兼
保
育
施
設
利
用
申
込
書
に
そ
の
旨
を
記
入
す
る
こ
と

点
数

+
1

+
2

低

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

父
母
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
、
高
い
方
を
採
用
し
ま
す
。

必
要
書
類

現
在
そ
の
施
設
に
在
籍
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
保
育
証
明
書

直
近
で
転
入
し
た
場
合
は
非
課
税
証
明
書

優
先

+
2

+
2

⑥
生
計
を
一
に
し
て
い
る
1
8
歳
未
満
の
き
ょ
う
だ
い
が
、
申
込
児
童
を
含
め
3
人
以
上
い
る
。

+
2

④
申
込
児
童
を
上
記
3
を
除
く
施
設
等
に
有
償
で
預
け
て
い
る
。
　
※
育
休
中
、
認
可
保
育
施
設
又
は
親
族
は
除
く

父
母
の
Ａ
基
礎
点
数
の
表
に
基
づ
い
た
点
数
の
高
い
方
を
採
用
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
次
の
該
当
項
目
を
加
減
点
し
た
も
の
を
調
整
項
目
の
点
数
と
し
ま
す
。

高 ↑ ↑ ↓ ↓

Ｂ
　
優
先
順
位

教
育
・
保
育
支
給
認
定
申
請
書
兼
保
育
施
設
利
用
申
込
書
に
そ
の
旨
を
記
入

す
る
こ
と

+
1

⑪
審
査
月
よ
り
1
年
以
内
に
生
活
保
護
廃
止
と
な
っ
た
。

要
　
件

Ｊ Ｋ

災
害

そ
の
他

ひ
と
り
親

疾
病
･障
が
い

出
産

就
労

介
護
・
看
護

就
学

就
労
内
定
(開
業
予
定
)

求
職
中

Ｅ Ｆ Ｇ Ｉ

Ｃ
　
調
整
項
目

【
審
査
の
例
】

[申
込
者
の
状
況

]
今
回
の
審
査
で
は
▲
▲
保
育
園
の

1歳
児
ク
ラ
ス
は
空
き
が

1人
あ
り
、
次
の
児
童
Ａ
と
児
童
Ｂ
の

2名
が
申
し
込
み
を
し
て
い
る
。

＜
児
童
Ａ
＞

▲
▲
保
育
園
の

1歳
児
ク
ラ
ス
を
第

1希
望
と
し
て
い
る
。
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
地
域
枠
を
利
用
中
。

父
・
・
・
月
に

1
6
0
時
間
就
労

母
・
・
・
月
に

1
2
0
時
間
就
労

→
他
の
加
減
算
項
目
に
該
当
が
な
け
れ
ば
、
基
礎
点
数
は

9点
（
母
の
就
労
時
間
）
、
優
先
順
位
は
Ｆ
、
調
整
項
目
の
点
数
は

1
4点

（
父
の
基
礎
点
数

1
0
点

+
企
業
主
導
型
保
育
事
業
地
域
枠
利
用
で

4
点

=
1
4
点
）

＜
児
童
Ｂ
＞

▲
▲
保
育
園
の

1
歳
児
ク
ラ
ス
を
第

8
希
望
と
し
て
い
る
。
第

1
～

7
希
望
の
保
育
施
設
は
空
き
が
な
い
。
育
児
休
業
中
の
母
が
自
宅
で
保
育
し
て
い
る
。

父
・
・
・
離
婚
し
て
お
り
不
在

母
・
・
・
月
に

1
7
0
時
間
就
労
（育

児
休
業
中
）

→
他
の
加
減
算
項
目
に
該
当
が
な
け
れ
ば
、
基
礎
点
数
は

11
点
（
ひ
と
り
親
世
帯
）
、
優
先
順
位
は
Ｃ
、
調
整
項
目
の
点
数
は

11
点
（
母
の
就
労
基
礎

点
数

1
0
点

+
育
児
休
業
か
ら
の
復
職
が
見
込
め
る
た
め

1
点

=
1
1
点
）

[審
査

]
児
童
Ｂ
の
第

1
～
第

7希
望
の

1歳
児
ク
ラ
ス
に
空
き
が
あ
れ
ば
審
査
を
行
う
が
、
今
回
は
空
き
が
な
い
た
め
審
査
は
で
き
な
い
。

▲
▲
保
育
園
は
児
童
Ｂ
の
第

8希
望
だ
が
、
▲
▲
保
育
園
を
第

1
希
望
に
し
て
い
る
児
童
Ａ
よ
り
も
基
礎
点
数
が
高
い
た
め
、
児
童
Ｂ
が
内
定
と

な
る
。

①
転
園
申
請
に
つ
い
て

入
所
後
6
ヶ
月
間
は
新
規
入
所
申
込
者
を
優
先
と
し
ま
す
。

※
転
居
・
き
ょ
う
だ
い
が
別
々
に
入
所
し
て
い
る
等
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く
（
申
込
時
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
）

②
児
童
や
保
育
施
設
の
状
況
に
よ
り
、
保
育
に
あ
た
り
特
別
な
配
慮
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
児
童
に
つ
い
て

審
査
順
位
が
上
位
で
あ
っ
て
も
、
受
け
入
れ
状
況
に
よ
っ
て
は
入
所
を
見
送
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

③
内
定
辞
退
し
た
場
合

令
和
3
年
4
月
以
降
の
審
査
に
て
内
定
辞
退
後
、
新
た
に
入
所
申
込
み
を
し
た
場
合
，
入
所
決
定
す
る
ま
で
基
礎
点
数
が

2
点
減
算
と
な
り
ま
す
。

④
書
類
不
足
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

基
準
日
時
点
で
提
出
書
類
が
不
足
し
て
い
る
場
合
、
次
の
と
お
り
の
審
査
と
な
り
ま
す
。

・
Ａ
－
１
基
礎
点
数
（
基
本
）
の
必
要
書
類
が
な
い
場
合

求
職
中
の
3
点
と
し
て
審
査
を
行
い
ま
す
。

・
Ａ
－
２
基
礎
点
数
（
加
算
・
減
算
項
目
）
、
Ｃ
調
整
項
目
の
必
要
書
類
が
な
い
場
合

加
減
点
を
せ
ず
に
審
査
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
Ｃ
調
整
項
目
⑨
の
育
児
休
業
期
間
に
つ
い
て
は
、
各
月
基
準
日
時
点
で
の
育
児
休
業
延
長
又
は
復
職
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、

2度
目
の

審
査
か
ら
基
礎
点
数
が
３
点
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

⑤
そ
の
他

お
子
様
の
ア
レ
ル
ギ
ー
や
持
病
・
障
が
い
等
の
状
況
に
よ
り
、
保
育
施
設
の
人
員
体
制
等
か
ら
、
お
子
様
を
安
全
に
保
育
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
入
所
見
送
り
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

注
意
事
項

ひ
と
り
親
世
帯
の
場
合
は
、
Ａ
－
1基

礎
点
数
は
11
点
、
Ｂ
優
先

順
位
は
Ｃ
、
Ｃ
調
整
項
目
は
ひ
と
り
親
の
就
労
時
間
な
ど
に
準

じ
た
点
数
に
各
項
目
の
加
減
点
し
た
点
数
で
審
査
し
ま
す
。


